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ブラジルの耕種作物をめぐる動向 

 

はじめに 

 

2006年秋以降、穀物の国際価格は上昇基調にあり、小麦は 2008年 2月（470.3㌦／㌧）、

コメは 5月（1,038.0㌦／㌧）、トウモロコシは 6月（297.1㌦／㌧）、大豆が 7月（609.2

㌦／㌧）に、過去最高の水準に達した。9 月のリーマン・ブラザーズの破綻を契機とした

世界金融危機と世界的な景気後退直後もその水準は継続していたが、年末以後穀物の国際

価格は下落傾向にある。現在の水準（2009年 2月 20日現在）は、小麦が（190.8㌦／㌧）、

コメが（630.0㌦／㌧）、トウモロコシが（137.9㌦／㌧）、大豆が（190.8㌦／㌧）と、ピ

ーク時の半値程度に下落しており、穀物の国際価格は大幅に変動している。このように近

年の穀物を取り巻く環境は様々な世界市場の動向に大きく左右され、その国際価格は安定

しておらず、食料自給率の低い日本にとって世界市場における耕種作物の動向を知ること

は必要不可欠なことである。 

 

そこで本稿では、第 1に世界の主要な食料供給国であるブラジルの大豆、トウモロコシ、

コメ、小麦の 4品目の耕種作物をめぐる動向を概観し、ブラジル耕種作物が抱えている課

題および今後の将来性について解説すること、第 2に同国の穀物生産をめぐる農業政策に

ついて検討することを課題とする。 

 

１ 伯経済における農業の位置付け 

 

2007年のブラジル国内総生産（GDP）は 2兆 5,976億レアル（1兆 3,341億㌦）、前年

比 5.4%上昇しており、農業部門の GDP比率は 5.3％であった。 

 

貿易収支に目を向けると、2007 年の農産物輸出総額は 584 億㌦（対前年比 18.2%増）、

総輸出額の約 32.3％を農業分野が占め、497 億㌦の貿易黒字を生んでいる（図１）。これ

はＷＴＯ加盟国において最大の貿易黒字額であり、さらに 2007 年のブラジル全体の貿易

黒字が 400億㌦であったことを考慮すると、農業分野が国内外への食糧・飼料の供給とと

もに、外貨獲得源としても国内経済に重要な役割を果たしていることが伺える。また 2009

年 1月 9日付けの農務省（MAPA：Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento）

の発表によると、2008年の農産物輸出額は 719億㌦（対前年比 23%増）に達し、農業部

門の貿易黒字は 600億㌦、総輸出額の約 36.3%を占めていた。このように 2008年の収支

では、9月以降に発生した世界同時金融危機の影響より、2008年前半期の穀物価格の高騰

による収支の大幅黒字化が表れているといえるだろう。 
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農業輸出額の内訳をみると最大の品目は、大豆関連製品（輸出額：113億 8,146万㌦）

で、全体の 19.5％を占めている（2007年）。これに食肉（112億 9,470万㌦、19.3％）、木

材・木材製品（88億 1,936万㌦、15.1％）、砂糖・アルコール（65億 7,808万㌦、11.3％）

と続いており、同 4品目でブラジル農業輸出の 65.2％を占めている。 

  

2008 年においては、穀物価格の高騰により大豆関連製品の輸出が好調で、全体の 58%

を占めていた。次に食肉部門が 29%、コーヒー部門が 22%、たばこ・たばこ関連製品が

22%、砂糖・アルコールが 18%、木材・木材製品が 6%と続く。大豆関連製品の輸出額は

180億㌦、食肉の輸出額は 145億㌦と、上位 2部門で 100億㌦を突破している。両部門の

輸出額が 100億㌦を突破したのは 2007年以後の現象である。それらの主要輸出先は、中

国・ロシアであり、それら新興諸国の食料需要の拡大によって、ブラジル農業輸出が好調

だといえるだろう。また 2008 年度においては、乳製品の輸出が前年度の 2 億 9900 万㌦

から 5億 4100万㌦と 58%も拡大している。 
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図１ 貿易収支バランス(十億㌦) 

出所：農務省のホームページより作成。 

（www.agricultura.gov.br/  2008年 12月 19日アクセス） 

 

2008年の輸出相手先としては、アラブ地域およびアジア地域への輸出がそれぞれ前年比

より 63%、49%と増加している。特にその中でも中国への輸出が拡大し、オランダに代わ

り同国がブラジル農産物の最大輸出国へとなっている（全体の 11％）。中国との貿易取引

で最も多いのは大豆取引であり、ブラジルの大豆輸出（生産量ベース）の約 77.6%が同国

向けであった。また大豆関連製品の輸出相手先の第 2 位はオランダ（全体の 9％）、第 3

位はアメリカ合衆国（全体の 8.7%）であった。 
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 一方で、2008年においては国際市場における穀物価格の高騰によって、農産物輸入額も

118 億㌦へと増加した（前年比 35.6%増）。ブラジルの農産物輸入額が 100 億㌦を超えた

のは、同国において初のことである。同国の輸入額を上昇させた最大の要因は、国際市場

における小麦価格の上昇であり、小麦輸入量は前年より減少しているが、小麦輸入額は前

年比より 34.6%増加し 19億㌦であった。 

 

 次に、ブラジルの農業生産・輸出の世界市場での位置づけを検討する（表 1）。生産額ベ

ースで砂糖、コーヒー、オレンジ、輸出額ベースで砂糖、コーヒー、オレンジジュース、

エタノール、タバコ、大豆関連製品、牛肉、鶏肉部門が、世界第 1 位の座を占めている。

また生産額ベースでは、エタノール、タバコ、大豆関連製品、牛肉、鶏肉は第 2位の位置

にある。トウモロコシ、豚肉は、生産額・輸出額ベースにおいて世界第 3位である。特に

穀物需要が拡大していた 2007 年には、どの国よりも生産余力のあるブラジルが、大豆関

連製品で前年度より 2ポイントプラスの 39％、トウモロコシでは前年度より 4ポイントプ

ラスの 10％と世界市場シェアを拡大し、世界各国への食料供給を増大させていった。この

ことがドーハラウンドでの強気な行動につながっているといえるだろう。 

 

表１ ブラジル農産物の世界ランキング（2007年） 

 世界ランク 

 生産額 輸出額 

世界市場における 

シェア（％） 

砂糖 1st 1st 41% 

コーヒー 1st 1st 23% 

オレンジジュース 1st 1st 83% 

エタノール 2nd 1st 38.3% 

タバコ 2nd 1st 27% 

大豆関連製品 2nd 1st 39% 

牛肉 2nd 1st 33% 

鶏肉 2nd 1st 39% 

トウモロコシ 3rd 3rd 10% 

豚肉 3rd 3rd 15% 

    出所：CNA[2007] より引用。 
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２．耕種作物業界をめぐる状況 

 

１） 耕種作物業界の現状1
 

 表１に示しているように、大豆とトウモロコシはブラジルの輸出品目である。特に大豆

関連製品（大豆・大豆ミール・大豆油）は、ブラジル最大の農業輸出品目である。そこで

大豆、大豆ミール、大豆油の需給関係を図 2・図 3・図 4・図 5に示す。 

 

 

   注：2007/08年度と 2008/09年度は予想値である。 

 

図２ 大豆供給量と耕作面積の推移 

出所：CONAB（食料供給公社）の穀物需給データを元に筆者が作成。 

（www.conab.gov.br/ 2008年 12月 19日アクセス） 

 

2000 年から 2008 年にかけて大豆の作付面積は 1,397 万㌶から 2,124 万㌶まで拡大し

ている（図 2）。2008 年の作付面積は、天候不良などにより昨年に比べ約 1.2％減少して

いるが、1haあたりの生産性は前年度と同様 2.7 t㌧であった。また生産量も 2000年の

3,843万㌧から 2008年の 5,886万㌧まで増加している。今後においても耕作地域の新規

拡大は可能であり（2006 年の農務省の官僚談。詳細は佐野[2007]。）、生産拡大余地をい

まだに有しているといえるだろう。生産地域別でみると、以下のような傾向がある。ブラ

ジルの大豆生産地域は、伝統的な生産地域である南部、フロンティア地域であり現在の最

大の生産地域である中西部に大別できる。中西部地域で 2008年度の作付けは、前年度に

比べ生産コストが相対的に高く、また民間銀行や穀物メジャーの貸し渋りがあったことに

より縮小傾向にある。 

                                                  
1 本節の情報は、食料供給公社（CONAB：Cia. Nacional de Avastecimento）の穀物需給データを元に
している。また貿易に関する情報は穀物輸出協会（ANEC：Associação Nacional dos Exportadores de 
Cereais）より得ている。（http://www.anec.com.br/ 2008年 12月 19日アクセス） 

供 給 量

（千㌧） 
耕 作 面 積

（1,000ha） 
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大豆の需要面に着目すると（図 3）、毎年 60％弱が国内で消費され、40％弱が輸出され

ている。大豆の主要輸出相手は中国で、大豆輸出の半分近くを占めている（2008年）。そ

のほかの輸出相手国は、オランダ・スペイン・イタリア・ドイツなど EU諸国が次ぐ。ま

た日本は、同国の大豆輸出相手国の第 8位である。このように大豆は、ブラジルの伝統的

な貿易相手である EUへの輸出が盛んではあるが、2000年以後は中国が大豆取引におけ

る重要な取引国へ変貌している点を考慮すべきである。 

 

 

図３ 大豆需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

大豆ミールの生産量は、2000 年 1,805 万㌧から 2008 年 2,495 万㌧まで拡大している

（図４）。2005年は、南部地域で大干ばつがあり、大豆生産そのものが不作であったこと

もあり、大豆ミールの生産量は若干減少しているが、基本的に 2000年以後生産量が右上

がりで拡大しているといえる。90 年代以後ブラジル国内で家畜生産が盛んになってきた

こともあり、需要面において国内消費の割合が高まっている。2000 年における国内消費

量が 720万㌧であったが、2008年には 1,200万㌧まで拡大しており、大豆ミール生産量

に占める国内消費量の割合も 36.9％から 43.9%に増加している。また大豆ミールの主要

輸出相手先は、オランダ・フランスで輸出全体の 45%を占めており、次いでドイツ、タ

イ、大韓民国、インドネシアとなっている。このように大豆ミールは、伝統的な輸出相手

先である EUが主の輸出先である。しかしながら、それ以外の地域にも販路を確保してお

り、それらの国の需要が拡大すればさらなる輸出が拡大していくと考えられる。 
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図４ 大豆ミール供給量と需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

 

図５ 大豆油供給量と需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

大豆油の生産は、2000年から 2008年にかけて 434万㌧から 616万㌧まで拡大してい

る（図 5）。大豆油の約 65%は国内で消費されており、35%前後を輸出している。主要輸

出相手国は、大豆と同じ中国で、全体の 34%を占めている。それ以外にはインド、フラ

ンス、オランダ、イラン、南アフリカ共和国へ輸出している。大豆油は、現在のところ国

需 要 量

（千㌧） 

供 給 量

（千㌧） 

供 給 量

（千㌧） 

需 要 量

（千㌧） 
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内消費が多いものの、中国、インドをはじめとする新興諸国の需要が拡大すれば、さらに

その輸出を拡大していく可能性は高いと考えられる。 

 

ブラジルでは、大豆の作付面積および生産量を拡大させて、大豆関連製品に対する旺盛

な国内需要に対応するとともに、世界各国への輸出を拡大させている。特にここ数年の大

豆関連製品は、従来の輸出相手国である EUのみではなく、中国をはじめとする新興国、

中東などの資源国および途上国への輸出が大幅に拡大している。したがって同国の農業輸

出は、先進国の消費のみならず新興諸国などの消費拡大にも対応しているといえるだろう。 

 

 

図６ トウモロコシの供給量と作付面積の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

次にトウモロコシの需給関係の動向について検討する。トウモロコシの作付面積は、

2000年の 1297万 haから 1447万 haへと拡大しているが、その増加率は大豆に比べると

低い（図 6）。トウモロコシの生産量は、同時期に 4,229万㌧から 5,476万㌧に増加してい

る。ブラジルのトウモロコシは、大豆と異なり、外貨を獲得するための産品というよりは、

多くが国内で飼料として消費されており、輸出にまわされるのは全体の 10%前後である

（図 7）。主要輸出先は、オランダ・スペイン・ドイツ・ポルトガル・イタリア・ベルギー

など EUが中心である。 

 

したがって大豆とトウモロコシでは、同じ輸出作物でありながら、その輸出能力には大

きな差がある。また輸出先を比較した場合でも、大豆輸出は他の BRICs 諸国、中国、ア

フリカ、中東などへと輸出相手先を広げているが、トウモロコシは伝統的な輸出相手の EU

への輸出が精いっぱいであるといえるだろう。トウモロコシはイネ科の植物なので、マメ

科の大豆に比べ、連作障害が発生しやすく、また農地への負荷も高いといわれている。そ

供 給 量

（千㌧） 

耕 作 面 積

（1,000ha） 



164 

のためトウモロコシの国際価格が大豆の国際価格水準より上昇傾向にある場合には農家は

トウモロコシの作付を選択するが、大豆輸出が好調である限りは大豆を選択する農家が多

いようである。したがって同国においてトウモロコシは、大豆に次ぐ耕種作物という位置

付にあると言えるであろう。 

 

トウモロコシでは、2008 年の作付けより除草耐性を持つ T25 と害虫抵抗性をもつ

（Mon810）の遺伝子組み換えトウモロコシ作付けが開始した。畜産情報ネットワークの

海外駐在員の情報によると、一期作トウモロコシの 6.7％、二期作トウモロコシの 19％に

遺伝子組み換えトウモロコシが利用され、作付面積は 135万 haに達すると予測されてい

る。なお、遺伝子組み換えトウモロコシ種子の単価は、非遺伝子組み換えトウモロコシ種

子と比べて約５割高いが、約５％の単収向上効果が期待されているとのことである2。 

 

 

図７ トウモロコシ需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

次にコメの需給関係を検討する。図 8によれば、コメの作付面積は 2000年の 324万 ha

であり、2004年の 392万 haをピークに、2008年には 287万 haに減少している。耕作

面積の減少に伴い、生産量も 2004年の 1,336万㌧から、1,197万㌧、1,132万㌧、1,201

万㌧、1,237万㌧（2008年）まで減少している。コメの需給状況は（図 9）、2004年以後

の国内消費量は約 1,290万㌧前後であり、コメ生産はかろうじて自給できている状態であ

り、輸入量はわずかである。なお、輸入相手は MERCOSUR のウルグアイ・アルゼンチ

ン・パラグアイである。このようにブラジルのコメは、後に述べる小麦と比べ若干比較劣

                                                  
2 畜産情報ネットワークの海外駐在員情報（2008年 12月 12日付け）。 
（http://lin.lin.go.jp/alic/week/2008/ar/ar20081216.htm 2008年 12月 19日アクセス）。 
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位度が低いが、大豆やトウモロコシに比べるとその生産力は低い。そのため、同国におい

ては最低価格が保証されている。 

 

 

図８ コメ供給量と作付面積の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

 

図９ コメの需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

また特記すべきこととして、2004年以後、同国のコメ輸出が全需要量のうち 2.5％前後

（2007 年においては 4.8％）まで拡大していることがあげられる（2004 年以前は全需要

量のうち 0.5％前後が輸出）。すなわち同国においてコメは、同国の需要量を賄えるかどう

供 給 量

（千㌧） 

耕 作 面 積

（1,000ha） 



166 

かの生産量しかないにも関わらず、同国からの輸出を望む輸出相手国が若干存在しており、

それが後で述べるような輸出規制へとつながったと考えられる。 

 

 

  図 10 小麦の供給量と作付面積の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

 

図 11 小麦の需要量の推移（千㌧） 

出所：図 2と同じ。 

 

最後に小麦の需給関係について検討する。小麦はブラジルの主食の 1つでありながら、

長年にわたり近隣のアルゼンチン、パラグアイから輸入している、国内自給できていない

農産物である。世界最大の農業輸出国であるブラジルの最大の輸入農産物である。図 10

によれば、同国の小麦の作付面積は、2000年の 205万 haから、2004年の 276万 haを

ピークに縮小していた。ただし 2006 年以後は、国際市場における小麦価格の高騰から、

耕 作 面 積

（1,000ha） 

供 給 量

（千㌧） 
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176万 ha、182万 ha、239万 haと拡大傾向にある。国内消費量は約 1,000万㌧前後で推

移しているが、小麦の品目別自給率は 2001年以後 31.8%、29.6%、61.1%、57.4%、45.6%、

21.8%、37.1%、53.3%と、20％から 60％の間で推移しており、安定した国内供給ができ

ていないといえる。 

 

２） 今後の動向 

アメリカにおける金融危機の余波はブラジル経済にも影響を与えており、ブラジル地理

統計院（IBGE：Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística）は 2009年度の生産量は

5.9%減少するであろうと予測している3。 

 

IBGEによると、日本同様、金融危機は自動車産業に大きな影響を与えており、11月の

同国の自動車生産は 22.6%減少している。12月においては、自動車生産台数が前年度の同

月より 54.1%も低く、生産台数は 2008年の上半期の月間平均生産台数の 3分の１にも満

たなかった。 

 

このような自動車産業での不振は、プロダクトチェーンによって製鉄、電子機器、トラ

クターやバスなどその他の車産業や農業機械にも波及していくと考えられ、2009年の第 1

四半期においては、2008年の第 4四半期の状況が続くとの予測されている。また機械設

備などの資本財部門にも大きな影響を出ていて、同部門の生産も 10%以上減少している点

も IBGEは指摘している。さらに世界市場での需要不足、一次産品価格の低下は、ブラジ

ルの主要輸出品目である鉄鉱石、穀物、パルプに大きな影響を与えるといわれている。 

 

一方で、全国総農業連盟（CNA： Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil）

の会長は、今年度の生産額は 10%以上低下するであろうとより悲観的に予測している。

IBGEの指摘する要因以外に、作付け時期の南西部での天候不良をあげている。ブラジル

の耕種作物の作付け時期は、大豆が 9月頃から 3月頃、トウモロコシが 8月頃から 3月頃、

コメが 10月頃から 4月頃である。しかし 2008年度の作付け時期に降雨量が少なかったこ

と、またサンタカタリーナ州では洪水が起こるなど天候不良・災害が続いたためである。

サンタカタリーナ州農畜産連盟（ＦＡＥＳＣ：Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de Santa Catarina）によると、洪水被災により、フェジョン豆は 7.5万トン（国

内生産量の 2.0％分に相当）、コメは 16.5万トン（同 1.3％分に相当）の収穫が失われて

いる4。 

                                                  
3 インタープレスサービス（IPS：Inter Press Service, 15/01/2009） 

（http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45425 2008年 1月 29日アクセス） 
4 畜産情報ネットワークの海外駐在員情報（2008年 12月 12日） 

（http://lin.lin.go.jp/alic/week/2008/ar/ar20081216.htm 2008年 12月 19日アクセス） 
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畜産情報ネットワーク（畜産情報ネットワーク協議会）の駐在員による報告でも、金融

危機以後は 2008/09年度の作付けが減少するとの予測を掲げている5。その理由としては、

第 1に、レアル安により肥料の輸入価格が上昇して生産コストが増加していること、第 2

にこれまで好調であったトウモロコシの国際市場価格が下落傾向にあり二期作にトウモロ

コシではなくフェジョン豆や大豆を選択する農家が増える可能性が高いこと、第 3に、金

融危機の余波により穀物メジャーなど民間部門からの融資が停止しているためであるとし

ている。従って作付面積は、前年度に比べ縮小するものと見通している。 

 

また来年度以後の作付面積も縮小していくとの見通しをたてている。その理由として、

第 1に現在のブラジル農業融資は、機械などの購入を促進する投資融資に比べ営農融資（運

転資金）が中心の農業融資形態となっており、農業機械の更新が滞ると考えられること、

第 2に製糖工場経営が悪化していること、第 3に 2008年度当初のような恵まれた環境（好

調な穀物価格）ではなく、世界経済が景気後退局面にあることからも来年度の生産は減少

する可能性が高いとのことである。 

 

こういった中ですでにブラジル政府は、158億レアル（67億 9000万㌦）の追加融資を

行うことを発表している。158億レアルのうち、50億レアル（21億 5000万㌦）はブラジ

ル銀行より、27億レアル（16億 1000万㌦）は州立銀行やその他の農業融資によって行う

予定である。 

 

 2007年あるいは 2008年前半の国際穀物市場価格を比較すると、農産物価格が大幅に急

落していること、主要輸出国である EU・米国・日本などの消費の冷え込みにより輸出収

入は低迷するであろう。また金融危機の影響により、銀行などからの融資も消極的になっ

ていくと考えられる。しかしながら、同国は未だに大きな所得格差を抱えていることから

も、低所得層における食料需要の弾力性は高く、大豆関連製品（特に大豆油＆大豆ミール）

や食肉関連の内需拡大の可能性は依然強い。また、近年の輸出増加の原動力は新興国・資

源国向けの輸出であったように、それらへの国への輸出が良好であれば農業輸出は安定す

るであろう。 

 

３ 貿易戦略 

 

１） 輸出規制 

 2008年度において世界各地で農産物輸出規制がとられる中、ブラジルにおいても 4月

より政府備蓄米の 160万㌧の輸出規制に踏み切った（表 2）。同国が輸出規制を行った目

                                                  
5
 畜産情報ネットワークの海外駐在員情報（2008年 12月 12日） 
（http://lin.lin.go.jp/alic/week/2008/ar/ar20081216.htm 2008年 12月 19日アクセス） 
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的は、コメの国内価格を安定化させることにある。2008 年度の上半期では国際市場価格

の上昇によりブラジル国内においても食料品価格が上昇していた。同国にとってコメは主

食の 1つであり、コメ価格の安定化は食料安全保障の観点からも非常に重要である。先に

述べたように、同国のコメは国内自給をかろうじて達成している作物であり、輸出余力の

ある大豆やトウモロコシと異なることからも輸出規制に踏み切ったのである。 

 

表２ 政府の穀物在庫量 

                                 単位：千㌧ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

コメ 1314 57 3 73 1119 1130 1372 1600 

ﾄｳﾓﾛｺｼ 820 93 1195 1581 2293 2432 211 4000 

小麦 - - 151 961 619 6 6 - 

その他 67 - 1 4 5 82 5 100 

合計 2201 150 1350 2619 4036 3650 1594 5600 

  出所：図 2と同じ。 

 

特に昨今の世界的な食料価格の高騰とコメの主要輸出国での輸出規制により、一部のコ

メ輸入国（アフリカ諸国）から輸入希望があった。そのため備蓄米の一部を国内流通業者

に売却し、自国内のコメ流通と価格の安定化を優先させたようである。しかしながら、ブ

ラジルの輸出規制は、政府の備蓄米のみを対象としており、民間部門ベースでの取引につ

いては規制を行っていない点には留意すべきである。また図 8によると、今年度の総供給

量が 1,436万㌧であることから、輸出規制は全体の 11%前後ということになる。 

 

来年度以降については現時点では言及されていないが、ブラジル国内の問題は金融危機

の発生以降急激なレアル安が進行し、その下で輸入品価格が上昇し、インフレ圧力がかか

っていることである。したがってこの点が改善されれば、輸出規制は継続されないと考え

られるが、世界市場において主要輸出国が輸出規制を継続している限りは輸出規制を継続

するものと思われる。 

 

４ 関連政策 

 

ブラジルの農業政策のはじまりは 1930 年代であるが、農政として本格的に展開された

のは 1965年の軍事政権成立以後である。1965年から今日までの農政は、価格支持・所得

支持政策と農業融資の 2つを基本柱に据えているが、農政の性格を考慮すると以下の 3つ

の時期に区分することが可能である（図 12）。価格支持政策と農業融資を中心に政府によ

る大規模な介入が行われてきた 1965年から 1985年の第 1期（農業保護期）、農業保護を
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縮小し自由化路線へ転換した 1985年から 1995年の第 2期（農業自由化路線期）、農業自

由化路線を継承しつつ、農村社会政策を農政の新たな支柱に加えた 1995 年から現在に至

る第 3期（農業自由化路線＋農村社会政策期）である6。 

 

第 2期以後は、OECD[2007]の報告書で示されているように、ブラジルの農業保護レベ

ルは、ケアンズグループのオーストラリアやニュージーランドと同様に低く、そのことが

WTO交渉での強気な姿勢・発言へとつながっているといえるだろう。 

 

しかしながら特記すべきことは、第 3期では第 2期同様の農業自由化路線を継承し、市

場価格を歪曲化する価格支持政策を縮小傾向しながらも、農政の新たな支柱として農村社

会政策を据えた点、さらに価格支持政策の代替として所得支持政策が立案・実施するよう

になった点である。その意味では、第 2期から第 3期にかけブラジルの農政は大きな転換

を遂げたといえるだろう。 

 

第 2期から第 3期にかけてこのような展開が行われたのは、それまでの最重要課題であ

ったインフレが終息し、マクロ経済が安定してきた中で、第 2期に実施した急激な市場開

放や金融のグローバル化による負の遺産が顕在化してきたことである。いわゆる所得格差、

農村の貧困問題であり、カルドーゾ政権やルーラ政権ではそれらに対処することが求めら

れてきた（ブラジルのジニ係数は 90年には 0.528であったが、97年には 0.538へ悪化）。

そのため第 3 期では、第 2 期の市場開放路線を継承しながらも、若干の軌道修正を図り、

第 2期に縮小していた政府による支援政策が、市場価格を歪曲化しない方法で、ビジネス

リスクの回避あるいは調整できる制度・システムが導入されていったのである。 

 

                                                  
6 第 1期と第 2期を簡単に要約する。第 1期は、価格支持政策と農業融資を通じて政府による大規模な介

入が行われていた時期である。同時期の農業部門は、コーヒーや砂糖など亜熱帯作物以外の国際競争力が

まだ形成されていない時期であったこともあり、政府は農業輸出を促進するためにも大規模な介入を行っ

てきた。農業 GDPに占める農業融資の割合も高く、ピーク時の 78年には 85％に達していた。また穀物

生産に対する価格支持の割合も、70年代当初は 5％であったが、82年は 12％まで上昇している。このよ

うな大規模な介入を通し、現在の主要輸出作物である大豆・食肉・オレンジジュースなどの農産物生産を

拡大していった。 

第 2期のブラジルでは、ハイパーインフレや債務危機に見舞われ、構造調整政策のもと市場開放を促進

していった時である。輸入関税の削減や農業融資の縮小（農業 GDP に対する農業融資額比率も 70 年後

半の 85％から 94年には 29％まで減少）、さらに穀物生産における価格支持の割合も 80年代に上昇した

が、90年代に入るとゼロ水準までさがっている。 

また Chaddad, F. R. and M. S. Jank [2006]、Coelho, C. H. [2001]、Helfand, S. M[2001]、Trindade, J

に農業政策については詳しく言及されている。日本語文献では、清水[2006]の報告書に詳しく記されてい

るので、そちらも併せて参照していただきたい。 
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図 12 ブラジル農業政策の時期区分 

出所：Wedekin [2005] p.23 

 

そこで次に、従来の価格支持政策と第 3期に実施されている所得支持政策について概観

する。なお農村社会政策については、実施機関が農務省ではないことから本稿では触れな

いが、佐野[2008b]で検討されているのでそちらを参照していただきたい。 

 

１） 価格・所得支持政策 

現在の価格支持制度の根本的枠組みが形成されたのは、1945 年最低価格保証制度

（PGPM：Politíca de Garantia de Preços Minimos）であり、その実質的な運用が開始さ

れたのは 1965年以降である。 

 

PGPMは、連邦政府貸付金（EGF: Emprestimos do Governo Federal）と連邦政府買

い上げ制度(AGF: Aquisicoes do Governo Federal)から構成されている。AGFは、市場価

格が政府の定めた最低価格を下回ったときに政府が直接市場に介入し、最低価格で直接買

い上げする制度である。いわゆる一般的な価格支持政策である。対象農産物、対象地域や

最低価格は、毎年の農業プランで改訂されている（表 3）。他方 EGFは、生産者や加工業

者が、市場価格が低迷したときに同価格が回復するまで農場や倉庫に農産物を貯蔵した場

合に、政府が在庫費用や販売費用への融資を供与する制度である。EGFには、販売オプシ

ョンがないもの（EGF-SOV）と期間中に市場価格が回復しなかった場合に政府へ販売す

る販売オプションとして、AGFに変換できるもの（EGF-COV）がある。 

 

 

農業保護期 

 

自由化の時代 

 

自由化＋社会政策期 

農業部門 GDP に対する農業融資の割合 

穀物生産における価格支持の割合 
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表３ EGFおよび AGFの対象作物と融資額 

 形態 対象地域 単位 最低価格

(R$) 

大豆 EGF 全国 60kg 14.00 

RS・SC 50kg 25.80 

南東部・北東部・MS・DF・GO・PR 

 

細長籾米 

 

EGF&AGF 

北部・MT 

60kg 30.96 

RS・SC 50kg 25.80 

南東部・北東部・MS・DF・GO・PR 

 

長籾米 

 

EGF&AGF 

北部・MT 

60kg 30.96 

南部・南東部・MS・DF・GO 16.50 

MT・RO 13.20 

 

トウモロコ

シ 

 

EGF&AGF 

北部（RO除く）・北東部 

60kg 

19.00 

*上記以外にも国内向け農産物を中心に設定されている。 

出所：農務省の農業プラン、MAPA[2008]より作成。 

 

図 12に示されているように、第 1期と第 2期の前半を通じて穀物生産における価格支

持の割合は高く、価格支持政策が強力に実施されていたことがうかがえる。だが 1988 年

の 19％をピークに徐々に減少し、1990年代に入るとゼロ水準になり、近年は 2～5％の水

準となっている。品目別では、1970年代まではコメが最も多かったが、大豆生産が本格化

するにつれ、大豆が占める割合が高くなり、1975年には全体の 55％に達し、1983年まで

ほぼこの水準が維持されてきた。だがそれ以降は、キャッサバ、落花生、フェジョン豆な

ど国内志向農産物のみ AGF が適用されるようになり、大豆などの輸出作物は市場原理が

適用されるようになってきた。 

 

加えて政府買上げには多額の国家予算を必要で、さらに在庫問題が生じるため、第 3期

に入ると、連邦政府はオプション付き連邦政府貸し出し制度（EGF-COV）を廃止(1996

年)し、下記のような取引支援策の中で価格を保証する手法に変更してきた。 

 

これらの制度は、1992 年に法制化された在庫販売価格（PLE:Preço de Liberação de 

Estoqué）に依拠しており、政府による貯蔵費用の削減、すなわち財政赤字の削減を目的

として制定された。加えて、同時期はブラジルの金融市場がエマージング市場として注目

され、国内外からの投資が活発化し、先物取引をはじめとする金融取引でのリスクが高ま

り、それらのリスクヘッジを行う手段として機能していった。 
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第 3期に法制化された農業支援政策 

 

1997年  農産物流通助成金（PEP: Prêmio para Escoamento do Produto） 

農産物販売オプション（Public Option：Contrato de Opções de Venda） 

2004年    民間契約のオプション販売利用によるリスクプレミアム 

（PROP：Prêmio do Risco para Auisição de Produto Agrícola oriundo de  

Contrato Privado de Opção de Venda） 

2006年    生産者価格均等化プレミアム 

（Prêmio para Equalizador Pago ao Produtor：PEPRO） 

 

PEPは、米国の不足払い制度に似ている制度で、CONAB主体の競売にて、買い手であ

る企業が生産者・協同組合から市場価格より高い最低保証価格で農産物を購入し、政府が

企業に対して市場価格から最低価格を差し引いた差額分を支払う制度である。 

この助成金は、米国の不足払い制度に似たシステムであるが、政府主体の買上げ制度で

ある AGFや不足払い制度と異なり、（１）政府が生産者に対して直接買い上げ・支払うの

ではなく、企業が最低保証価格で生産者から農産物を購入すること、（２）その購入した企

業・買い手に対して、政府が市場価格から最低保証価格を差し引いた差額分を支払うこと、

（３）公的競売で取引された農産物のみが対象であり、すべての農産物をカバーしていな

いという相違点がある。 

 

 農産物販売オプションも、CONAB主体の競売で、生産者や協同組合が農産物を売る権

利を収穫期前に買うことができるシステムである。生産者は、先物オプションで購入する

ことにより、行使価格で、指定期日までに政府へ供給する権利をもて、生産者や協同組合

にとってはリスクヘッジにつながる。また、市場仲介人（market agents）にとっては、

政府の先物値にたいする予想（期待値）を知る指標としても機能している。 

 

 PROPは、CONAB主体の競売ではなく、民間主体の競売で、市場価格が行使価格以下

になった際にリスクプレミアムが払われるシステムである。また PEPROは、生産者や協

同組合が公的競売を通じて農産物を販売しおり、その際目標価格（最低保証価格）とプレ

ミアム価格（目標価格の保証として政府によって支払われる最高価格）に差額が生じた場

合、その差額分を補填されるシステムである。たとえば、2007年の綿花の最低価格（基準

価格）は、15kgあたり 44.60レアルであるが、44.60レアルぎりぎりで入札する企業もい

れば、48レアルで入札する企業もいる。このシステムでは、最高価格で入札された価格と

最低価格との差額分をその他の生産者に補填する。 
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表 4 2003-08年までの農産物サポートの状況（価格（R$千）及び量（千㌧）） 

  価格 量 
  価格 量 

  価格 量 

PEP 1,201 13,119 PEPRO 2,308 15,618 AGF 1,336 4,928 

綿花 84 228 綿花 1,247 2,214 綿花 16 6 

コメ 74 617 コメ - - コメ 359 937 

とうもろこし 371 5,375 とうもろこし 175 3,853 とうもろこし 652 3,234 

大豆 360 5,195 大豆 691 9,211 大豆 10 15 

小麦 295 1,618 小麦 - - 小麦 247 696 

その他 17 86 その他 195 340 その他 52 40 

PROP 670 6,976 
Public 

Option 
2,141 6,358 合計 7,654 46,997 

綿花 135 272 綿花 - - 綿花 1,483 2,719 

コメ 47 567 コメ 605 1,208 コメ 1,085 3,328 

とうもろこし 229 2,818 とうもろこし 965 3,572 とうもろこし 2,391 18,852 

大豆 237 2,901 大豆 - - 大豆 1,297 17,321 

小麦 16 153 小麦 571 1,579 小麦 1,129 4,047 

その他 6 265 その他 - - その他 269 730 

出所：図 2と同じ。 

 

これらはいうまでもなくWTO規律に違反しないデカップリング政策の一環として評価

されている。政府の直接買上げ制度の AGF と異なり、政府が直接農産物を買い上げるの

ではなく、買い手である企業を媒介して生産者の所得支援を行っていること、先物取引に

おけるリスクヘッジ手段であること、さらに CONABの競売に参加していることが条件に

なるなど一部の生産者・企業のみに適用される制度である。そのためドーハラウンドにお

いても削減項目の対象から外れている。 

 

表 4に、2003年から 2008年 9月までの農産物サポート状況を示す。この表から明らか

なことは、第1に従来の価格支持政策の代表であるAGFによる取引量より、PEPやPEPRP

などの新しい形態での取引量・取引額とも高く、その割合は全体の 90%弱、80%強を占め

ている。 

 

第 2 に、天候の悪天候（干ばつ）などの諸事情がない限り AGF が適用されない大豆や

小麦などにも PEP などの新たな取引支援は適用されていることである。さらにそれらの

取引支援は、世界第 2位の生産額を誇る大豆や、第 3位の生産額や輸出額を誇るトウモロ
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コシでの利用が高く、それらが全取引量の多くの部分を占めている。大豆は、全取引量の

うち約 36.8%、AGFによる取引量を除した場合はその割は 41.1%まで増加する。またトウ

モロコシについては、それぞれの割合が 40.1%、37.1%となっている。 

 

まとめるとブラジルでは、従来の PGPM が削減される一方で、新たな取引支援の導入

が第 3 期に渡って行われてきた。従来の PGPM が削減されてきた要因は以下の 3 点であ

る。(１)80年代不況（ハイパーインフレと対外債務危機）の影響で、連邦政府による制度

的維持が困難になったという構造的な問題である。買上げや貯蔵には多額の国家予算が必

要で、財政危機に陥った連邦政府でそれらをねん出するのは困難極まりなく、それをする

こと事態が財政圧迫の要因にもなっていたという問題である。(２)市場開放を進めていく

中で、ウルグアイラウンド合意に対応することがもとめられたこと、またラテンアメリカ

全域での自由貿易圏の成立、いわゆる MERCOSURの確立に向け、同国が MERCOSUR

内での地位を確立するために必要不可欠な条件であったこと、すなわち政治的要因が絡ん

でいたこと、(３)ブラジル農産物の国際競争力が高まり、支援の必要性自体がなくなった

ためである。このように第 2期から第 3期にかけての制度改革は、国内経済構造や対外的

要因（政治的問題を含む）が非常に大きな要因となっていた。 

 

しかしながら、第 2期において市場開放を急激に推し進めたことにより、所得格差や地

域格差が拡大し、それらが負の遺産として経済・社会の大きな問題として第 3期にあらわ

れた。そのため自由化政策路線を継承しながらも生産者たちに対する支援策の拡大が必要

不可欠になってきたのである。加えて、金融のグローバル化の進展や変動相場制への移行

（99年）により為替リスクが高まり、政府は市場原理を中心にしながらも市場の失敗など

に対応するための制度の整備が必要不可欠となってきたため、上記のような制度が整備さ

れてきたといえるだろう。 

 

２） 農業融資の現状・課題 

ブラジル農業政策のもう 1つの柱が、農業融資を利用しての農業支援である。ブラジル

の農業融資は、1965年に導入された全国農業融資制度（SNCR:Sistema Nacional Crédito 

Rural）である7。SNCR は、営農融資（運転資金）、流通・貯蔵融資、投資融資の 3 つか

ら構成されている。営農融資（運転資金）は、各農期の始めに肥料、種子の改善など投入

財利用を促進するのを目的に、農業プランで発表される限度額まで生産者や協同組合に融

資される。流通・貯蔵融資は、連邦政府が定める農産物の最低価格 EGF を基準にして、

農産物を担保に限度額まで、生産者・協同組合・加工業者・流通業者などへ融資される。

投資融資は、機械の導入、土壌改良、灌漑などの新たな技術の導入や農場整備にかかわる

                                                  
7 農業融資の内容については、佐野[2008a]で詳しく述べてあるので、そちらを参照していただきたい。
また Kessel, M. [2001] や G. and V. A. Galante[2006]を参照。 
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経費、協同組合の組織化改革にかかわる経費などを対象として、生産者、協同組合に提供

される融資である。5年から 12年の中・長期融資である。 

 

表５ 農業融資額と農業融資予定額（R$10億） 

          2007/2008 2008/2009 

運転資金・貯蔵融資 49.10 55.0 

固定金利(6.75%) 37.85 45.4 

市中金利 11.25 9.6 

投資融資 9.05 10.0 

合計 58.15 65.0 

      出所：表３に同じ 

 

表６ 営農融資の上限額（千 R$） 

 2007/2008 2008/2009 

綿花 500 

トウモロコシ 

コメ、フェジョン豆、キャッサバ、ソルガム、小麦（非灌漑

作物） 

450 

 

 

550 

落花生、コメ、フェジョン豆、果実、キャッサバ、大豆、ソ

ルガム 
300 

コーヒー 200 

400 

サトウキビ 200 

大規模家畜経営、インテグレーションされていない中小経営 150 
200 

その他 100 130 

出所：表３に同じ。 

 

2008-09年度の農業プランによれば、2008年度の農業融資予定額は前年を 12％上回る

650億円レアル（４兆 4,500億円：１レアル＝68.4円）となっている（表 5）。本年度にお

いても、融資の中心は運転資金・貯蔵融資であり、全体の 84.6%を占めている。本年度の

営農融資の上限額は表 6に示しているように、昨年度に比べ、トウモロコシ、コメ（非灌

漑作物）では 22％の増加、コメ、大豆では 33％融資限度額が増加している。 

 

また今年度の目玉は、投資融資において PRODUSAという新たなプログラムが新設さ

れたことにある。同プログラムは、持続可能な農業生産システムを構築することを目的に、

5年から 12年の長期にわたって 3万レアルもしくは 4万レアルを年率 5.75～6.75％で融
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資するものである。これにより、北部などの森林伐採された地域や南部の放牧地を中心に、

それら地域の地力を回復させる形態で、農業生産を拡大させる意図がある。このようなプ

ログラムを実施することにしたのは、後に述べる外国人・外資系企業による土地所有がか

かわっていると考えられる。 

 

 

図 13：ブラジルの耕作地域と投資融資額（百万 ha と十億 R$） 

出所：Weedkin [2005] p.26 

 

Weedkin の研究によると、耕作地域の拡大と投資融資の利用には強い相関関係がある。

1999年には、耕作地域は 3,780万㌶であったが、2004年には 4,870万㌶まで拡大してお

り、同じ期間に投資融資は 18億レアルから 80億レアルに増加している。すなわち投資融

資を利用しながら、耕作規模を拡大している傾向がうかがえ、同融資を利用して農業生産

者の規模拡大が図られるといえるだろう。 

 

加えて、1994年には農産品手形（CPR：Cédula de Produto Rural）が施行され、農業

生産者や協同組合が、収穫期前に穀物を販売することを契約すれば、農業投入財の購入に

対しての現金融資を受け入れられようになっている。営農融資の一部は、この形態を利用

している。 
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３） 諸外国による農地所有（投資）の状況8
 

 近年、先進国による中南米・アフリカ地域の土地市場への投機が盛んだが、その現象は

ブラジルにおいても見受けられる。特に同国の場合、バイオエタノールブームとツーリズ

ムブーム（セカンドハウスの購入や未開発のビーチ購入などを含む）により、土地市場へ

のブラジル人・外国人の投資が拡大しており、投機家として有名なジョージ・ソロス、マ

イクロソフト社のビル・ゲイツや元アメリカ大統領のビル・クリントンなどが同国の土地

を購入したとして話題となっている9。また、に 2007年 11月には三井物産が約 10万 ha

もの広大な農地を保有した。 

 

そういった中で、外国人による土地所有などを監視している国立植民農地改革院

（INCRA：Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ）のハクバート総裁が、

“現在のブラジル土地所有の問題は、外国人排斥ということではなく、国家主権の問題であ

る。”と発言し、また連邦総弁護庁（AGU：Advocacia-Geral da União）もこれまで野放

し状態であった外資系企業の土地購入を規制する法案を国会に提出するなど、同国で規制

強化の動きが高まっている。 

 

ブラジル中央銀行の発表によれば、2003年から 2007年の間に、直接投資における不動

産投資が 347％増大しており、2006 年から 07 年にかけて 17 億㌦の外国人投資が行われ

ている。またブラジル農業コンサルタント会社 FNP社によれば、2007年において、1㌶

あたりの土地価格は全国平均で 17％上昇しており、穀物やサトウキビの生産地域ではさら

に上昇しているとのことである。加えて INCRA の調査によれば10、外国人投資による土

地所有は 400万 ha（非居住者部分を含むと 550万 ha）におよび、それらはブラジル国土

面積の約 0.47％に当たる。 

 

INCRA や AGU が問題視していることは、第 1 に法定アマゾン流域における外国人所

                                                  
8 この節は、新聞および雑誌記事からの引用である。それらの多くは、土地と農地とが同じ単語で使われ
ており、また農村地域の土地すべてが農地という形で表現されているようである。したがって諸外国によ

る農地所有がどの程度の割合なのかは、精密な現地調査を必要とするといえる。本節で利用した新聞・雑

誌は以下のものである。(１)現地新聞のサンパウロ新聞（FOLHA DE S. PAULO 29/05/2008）。内容によ
っては現地のニッケイ新聞に一部日本語訳で掲載されるものもあるので、ニッケイ新聞ととともに合わせ

て参照するのをおすすめする。（２）現地のサンパウロ新聞（O Estado de S.Paulo  06/03/2008）。こち
らについても（１）と同じ。（３）ブラジルの大衆雑誌（Veja  18/10/2008）。同雑誌は、ブラジルの代表
的な報道週刊誌で、国際情勢のほか、ブラジル国内の政治、経済、社会、文化の欄を設け、幅広い報道を

行っているのでアメリカの Timeや Newsweekなどが持つ性格と似ている。（４）インタープレスサービ
ス（IPS：Inter Press Service, 24/03/2008）。IPSは、地球規模の諸問題と密接に関連する南（開発途上
国・地域）における諸問題を、北（先進国）の政策責任者、NGO、各種専門家にコマーシャリズムに左
右されることなく伝えていくことを理念としている、開発分野専門の国際通信社。 
9 IPS、Mar 24 2008 
10 INCRAは、1998年より同国に本社を所有しない、あるいは非居住者による農村地域での不動産取得

について監視している農業開発省（MDA：Ministério do Desenvolvimento Agrária）の機関である。 
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有が 56.4％に達していること11、第 2に外国人・外資系企業による土地所有は、アマゾン

流域に留まらず全国的に拡大傾向にあることである。 

 

ブラジルでは、軍事政権下の 1971年の法令 5709号により外国人・外資系企業による土

地所有が規制されてきた。具体的には一市町村内における外国人・外資系企業による土地

所有は 25％以下にすること、1万 5000ha以上の土地購入をする際は連邦当局による特別

認可を必要とされてきた。だが 88年憲法に基づいた 97年以後の規制緩和により、ブラジ

ル企業と外資系企業との差別が撤廃され、また国内に居住する外国人に対しては土地購入

の許可制を廃止した。その結果、ブラジル政府は外国人・外資系企業への土地売却のコン

トロールを失うことになり、外国人・外資系企業による土地所有が拡大してきた。 

 

また同国の土地への投資が拡大しているのは、同国の土地価格が非常に安価なためであ

る。アマゾン流域のみだけはなく、北東部および中西部へと投資が拡大している理由とし

て、以下の 3点が指摘できる。第 1に、穀物価格の高騰していたため、大豆、サトウキビ、

ユーカリなどを作付けするため、第 2に北東部のビーチ地帯は、未開発地域も多く、セカ

ンドハウスの購入や観光地開発のため、第 3に土地価格の上昇を見越しての投機目的とし

て同国の土地市場が魅了されているからである。 

 

さらに図 14 をみると、外国人・外資系企業による土地所有はマットグロッソ州の割合

が高い。2007 年末現在でみると、マットグロッソ州が外国企業、個人名での所有者数が

1,377 人で、所有地面積は 75 万 4,700ha で最大となっている。所有者数での最高はサン

パウロ州で 1 万 1,424 人、50 万 4,700ha である。南マットグロッソ、バイア、ミナス、

パラナ、ゴイアスの各州も外国人リストのトップにあり、アマゾンは特別目立たない。し

たがって、現在の投資活動において、アマゾン流域よりむしろ深刻な環境問題を起こして

いるといわれている北東部の海岸地帯への外国人投資だと主張する人々もいる。 

 

 このような中、外国人による土地投資活動を規制するために、2008年に一市町村での最

大所有面積これまでの 1 万 5000 ㌶から 5000 ㌶へと縮小すること、また一地域での最大

所有面積を 1万㌶とする法案が提出され、憲法・司法委員会でも承認されたのである12。 

 

                                                  
11 法定アマゾンとは、1953 年に設立したアマゾン経済開発庁（SPVEA）によって地域区分された地域

である。従来のアマゾン地域（古典的アマゾン）であるアマパ、アクレ、アマゾナス、パラ、ロライマ、

ロンドニア州の各州に加え、マットグロッソ州の一部、マラニョン州の一部（西経 44度以西）、トカンチ

ンス州を含み、その面積はブラジル全土の約 60%と言われている。これは政府によって定められたアマ

ゾン地帯の自然保護を目的として設定された行政地域のことである。その面積は約 500 万平方㎞である

が、このうち完全保護区が約２０万平方㎞、持続的利用区が約２４万平方㎞であり、それぞれ法定アマゾ

ン全面積の 4.0%、4.7%を占める（小池洋一他監修[2005]）。 
12 O Estado de S.Paulo,, 06/03/2008. 
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だが INCRA や AGU のように外国人・外資系企業による土地所有の規制強化を主張す

る一方で、全国総農業連盟は（CNA： Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil）、

ブラジルの土地のうち外国人が保有しているのは１％以下であり、規制すること自体に疑

問を唱えている。またホドリゲス元農相も、「知っている範囲では国際規模の 12の投信（ヘ

ッジ、及び投資ファンド）が国内の土地を購入しているが、彼らは向こう数年間に地価が

3、4倍に高騰するのを見込んでいるのみで、目的を果たせばさっさと引き揚げる」と好意

的な見解を示している。 

 

 

 
 

図 14 外国人・外資系企業による土地所有の割合 

出所：Veja , 18/10/2008 

 

 

その一方で土地なし農民運動（MST：Movemento Sem Terra）のステディル代表は、

ブラジル人の生活を向上させるために、外国人による土地所有は 5000haではなく 1000ha

までに制限すべきであり、1 万 5000ha 圏内で外国企業が買った土地を政府が買い戻して
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農村の土地なし農民に再分配すべきだと主張している。このように現在、外国人による土

地買いを制限しようという考えには専門家の間でも意見が分かれており、政府の考えを外

国人嫌い、あるいは政治的要因が大きいと見る向きもあるようである。 

 

５ 耕種作物関連政策とバイオ燃料原料施策との関連 

  

農業が食料だけでなく、エネルギー源として経済の中で新たな役割を担い、バイオ燃料

の原材料供給元としてエネルギー市場への参加を拡大している。この分野においてブラジ

ルは、世界のリーダー的役割を担いたいと考えている。外国人による農地所有に対し、特

に法定アマゾン地域での規制に乗り出したのは、エネルギー分野でのイニシアチブを手に

入れたかったことも大きく絡んでいると思われる。 

 

 ブラジル連邦政府は、ブラジル農業エネルギー計画 2006-2011 を発表した

（MAPA[2006]）。同国では、(1)サトウキビからのエタノール・エネルギー供給、(2))動物・

植物油脂によるバイオディーゼル、(3)森林バイオマス・森林廃棄物利用による供給（石炭、

木材チップ、練炭含む）、(4)農業・アグロインダストリー廃棄物利用によるエネルギー供

給を考えている。同計画では、再生可能エネルギー資源の持続的な生産を提供する知識・

技術革新を含む公的機関や民間部門の行動提言を行っている。主要な目標は、同国の農業・

アグロインダストリー競争力を高め、と同時に社会的一体性・地域開発・持続的環境を目

指す上での公的な支援を提供していくことにある。それ故そこでの目的は、技術研究など

に力を注ぎ、ブラジル有数の公的研究機関である Embrapa に、新しい Embrapa 

Agroenergia部門を立ち上げている。 

 

今後においては以下のことを中心に取り組んでいくようである。（1）サトウキビ生産を

適した地域のみで行うこと（環境保護地域、絶滅危惧生態系、インディアン保留地など除

く）、これは環境保護の問題を解決しながら同国の最重要農業エネルギー分野のサトウキビ

生産の拡大を目論んでいるためである。（2）農家の生産効率を高めるとともに、収入の安

定化を図る。そのためには、農家にとって最良の方法を選択し、収穫の不安定性を軽減し、

農村融資などへのアクセスを改善することを行っていく。（3）世界の農業エネルギー分野

での同国の地位を構築することである。ブラジル政府は、米国、中国、インド、南アフリ

カ、EUとともに、バイオ燃料の生産/使用拡大を目的とする国際バイオ燃料フォーラムを

立ち上げた。同フォーラムは、バイオ燃料の国際市場創設を目的にバイオ燃料主要生産国

と消費国の対話メカニスム構築を図るもので、初年度は定期会合を開き、国際基準、イン

フラ、ロジスティックス、製品の商品化/流通などについて議論された。またそれ以外の取

り組みとして、ブラジル政府は、ブラジルバイオ燃料を利用する上で環境などに配慮した

独自のガイドラインの提供や砂糖・アルコール生産者に、サトウキビに関する正確な情報
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を提供する SAPCANA（Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira）を構築

している。 

 

 ブラジルはバイオ燃料源として、先に述べたように(1)サトウキビからのエタノール・エ

ネルギー供給、(2)動物・植物油脂によるバイオディーゼル、(3)森林バイオマス・森林廃棄

物利用による供給（石炭、木材チップ、練炭含む）、(4)農業・アグロインダストリー廃棄

物利用によるエネルギー供給を考えている。すでに同国では、エタノールの圧倒的な生産

力を誇り、さらにそれの利用は同国の経済・社会に根付いている。さらにここにきて、バ

イオディーゼルに対しても、バイオディーゼル法案が成立し、混合義務化の動きが起こっ

ている（これについては今年度の茅野報告に詳細が記されている）。だがバイオディーゼル

については、（１）ディーゼル油よりバイオディーゼル価格が相対的に高いということ、（２）

サトウキビ由来のエタノールと生産コストに差がないこと、（３）新興諸国を中心に活発な

大豆油需要が存在する中で、大豆由来のディーゼル生産を行う可能性は低いのではないか

と考える。特に食生活が欧米化されていく中で、途上国においてもカロリー摂取源として

肉および油が重要な供給源であり、それらの国における食料価格の需要弾力性は限りなく

高い。したがって同国では、サトウキビ由来のエタノール生産がバイオ燃料の主軸であり、

大豆油由来のバイオディーゼルは、大豆油の世界需要が縮小していけばその生産可能性は

高いが、現時点ではそれが行われる可能性は非常に低いのではないかと考える。また 2006

年に農務省の官僚などに聞いた限りでは、南部のリオグランデドスル州では木材チップを

利用した森林バイオマスの開発、南部のサンタカタリーナ州で養豚飼育から排出される糞

などを利用した形でのエネルギー供給についての取り組みも行われているようである。 

 

おわりに 

 

 ブラジルでは 90年代の市場開放により、金融市場や土地市場においても規制緩和され、

さらに農業政策においても市場原理主義が推し進められてきた。しかしながら近年では、

自由化路線を継承しながらも、それに対する規制の在り方を再度見直す動きが生まれてい

る点も見過ごしてはならない。90年代前半に比べビジネスリスクの回避あるいは調整でき

る制度・システムを導入するなど、政府による農業生産者への支援政策が拡大傾向にある。

すなわちWTO農業交渉で先進国に貿易障壁の撤廃などを途上国の代表として強く求めて

いるブラジルでさえも、WTO 規律に違反しない形態で、生産者がリスクヘッジできるシ

ステムを構築しているのである。この点については、日本の農政も学ぶべきことがあると

いえるだろう。 

 

だが現在のルーラ政権は、政治的対立構造を政権内に抱えており、同政権の農業分野を

取り巻く環境は、労働者党（Partido Social Trabalhadores：PT）の力が強かった第 1期
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政権に比べより矛盾が顕在化する構造となっている。穀物価格の高騰など対外的にはブラ

ジルにとって好調な状況が続いていたことにより、国際農業交渉の場において輸出生産者

層の農業団体の要求は鳴りを潜めていたが、対外状況が急変している昨今においてはより

柔軟な政権運営が求められているであろう。安定した政権運営を行うためには、外貨獲得

源として大きな役割を担っている輸出農産物を生産している層の要求に応えていくことが

重要となってくるであろう。 

 

またルーラ政権が農業分野で中国への輸出拡大を目論み、CNA が EU への輸出拡大を

狙っているように、圧倒的な生産力を背景に、ブラジルは今後も農業輸出を拡大していく

意向である。食糧輸入国である日本も、安定した食糧供給源を確保するには、世界有数の

食糧供給国であるブラジル農業の実態により目を向けることが必要であろう。 
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